
1
5

４
．

申
請

書
類

作
成

上
の

留
意

点
等

【
大

学
設

置
・

学
校

法
人

審
議

会
長

コ
メ

ン
ト

（
H
1
9
.1

1
.2

7
）

（
抜

粋
）

】

◇
平

成
2
0
年

度
開

設
予

定
の

申
請

案
件

は
，

総
じ

て
準

備
不

足
の

傾
向

が
顕

著
。

◇
大

学
設

置
に

関
す

る
基

本
的

理
解

を
欠

い
て

い
る

と
の

懸
念

が
も

た
れ

る
内

容
の

も
の

も
散

見
。

◇
各

申
請

者
は

じ
め

大
学

の
設

置
・

運
営

に
関

わ
る

全
て

の
方

に
対

し
，

あ
ら

た
め

て
大

学
を

設
置

す
る

責
任

の
重

み
を

十
分

に
自

覚
し

て
い

た
だ

く
よ

う
強

く
お

願
い

し
た

い
。

◇
積

極
的

に
教

育
情

報
・

財
務

情
報

を
公

開
し

，
社

会
に

対
す

る
説

明
責

任
を

果
た

す
よ

う
期

待
。

【
大

学
設

置
・

学
校

法
人

審
議

会
長

コ
メ

ン
ト

（
H
1
9
.1

1
.2

7
）

（
抜

粋
）

】

◇
平

成
2
0
年

度
開

設
予

定
の

申
請

案
件

は
，

総
じ

て
準

備
不

足
の

傾
向

が
顕

著
。

◇
大

学
設

置
に

関
す

る
基

本
的

理
解

を
欠

い
て

い
る

と
の

懸
念

が
も

た
れ

る
内

容
の

も
の

も
散

見
。

◇
各

申
請

者
は

じ
め

大
学

の
設

置
・

運
営

に
関

わ
る

全
て

の
方

に
対

し
，

あ
ら

た
め

て
大

学
を

設
置

す
る

責
任

の
重

み
を

十
分

に
自

覚
し

て
い

た
だ

く
よ

う
強

く
お

願
い

し
た

い
。

◇
積

極
的

に
教

育
情

報
・

財
務

情
報

を
公

開
し

，
社

会
に

対
す

る
説

明
責

任
を

果
た

す
よ

う
期

待
。

【
大

学
設

置
・

学
校

法
人

審
議

会
学

校
法

人
分

科
会

長
コ

メ
ン

ト
（

H
2
0
.2

.2
7
）

（
抜

粋
）

】

◇
近

年
，

新
設

早
々

学
生

確
保

に
苦

し
む

経
営

見
通

し
の

甘
い

大
学

，
校

舎
の

全
部

借
用

の
結

果
借

料
が

経
営

を
大

き
く

圧
迫

す
る

株
式

会
社

立
大

学
の

例
が

多
く

散
見

。
◇

昨
今

，
認

可
申

請
書

の
不

実
記

載
な

ど
の

不
正

申
請

，
文

部
科

学
大

臣
勧

告
を

受
け

た
株

式
会

社
立

大
学

の
例

な
ど

，
一

部
と

は
い

え
私

立
大

学
に

対
す

る
社

会
の

信
頼

を
失

い
か

ね
な

い
事

案
が

続
き

，
極

め
て

遺
憾

。
◇

設
置

認
可

に
際

し
，

「
数

値
基

準
さ

れ
ク

リ
ア

す
れ

ば
」

と
い

っ
た

低
い

意
識

の
申

請
者

が
増

加
。

◇
我

が
国

の
私

立
大

学
制

度
に

関
す

る
各

設
置

者
の

強
い

自
覚

，
自

省
を

切
に

求
め

た
い

。
ま

た
，

各
種

大
学

関
係

団
体

に
も

，
会

員
大

学
に

対
す

る
適

切
な

対
応

を
期

待
。

【
大

学
設

置
・

学
校

法
人

審
議

会
学

校
法

人
分

科
会

長
コ

メ
ン

ト
（

H
2
0
.2

.2
7
）

（
抜

粋
）

】

◇
近

年
，

新
設

早
々

学
生

確
保

に
苦

し
む

経
営

見
通

し
の

甘
い

大
学

，
校

舎
の

全
部

借
用

の
結

果
借

料
が

経
営

を
大

き
く

圧
迫

す
る

株
式

会
社

立
大

学
の

例
が

多
く

散
見

。
◇

昨
今

，
認

可
申

請
書

の
不

実
記

載
な

ど
の

不
正

申
請

，
文

部
科

学
大

臣
勧

告
を

受
け

た
株

式
会

社
立

大
学

の
例

な
ど

，
一

部
と

は
い

え
私

立
大

学
に

対
す

る
社

会
の

信
頼

を
失

い
か

ね
な

い
事

案
が

続
き

，
極

め
て

遺
憾

。
◇

設
置

認
可

に
際

し
，

「
数

値
基

準
さ

れ
ク

リ
ア

す
れ

ば
」

と
い

っ
た

低
い

意
識

の
申

請
者

が
増

加
。

◇
我

が
国

の
私

立
大

学
制

度
に

関
す

る
各

設
置

者
の

強
い

自
覚

，
自

省
を

切
に

求
め

た
い

。
ま

た
，

各
種

大
学

関
係

団
体

に
も

，
会

員
大

学
に

対
す

る
適

切
な

対
応

を
期

待
。

設
置

認
可

等
の

申
請

に
つ

い
て

は
，

以
下

の
審

議
会

長
等

の
コ

メ
ン

ト
を

十
分

理
解

の
上

行
っ

て
い

た
だ

き
た

い
。

近
年

，
準

備
不

足
と

考
え

ら
れ

る
申

請
や

，
意

識
の

低
い

申
請

者
の

増
加

な
ど

が
散

見
。

そ
の

結
果

、
申

請
中

及
び

認
可

後
の

計
画

変
更

が
多

発
し

て
い

る
。

設
置

認
可

等
の

申
請

に
つ

い
て

は
，

以
下

の
審

議
会

長
等

の
コ

メ
ン

ト
を

十
分

理
解

の
上

行
っ

て
い

た
だ

き
た

い
。
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1
6

５
．

そ
の

他

寄
附

行
為

（
変

更
）

認
可

申
請

及
び

学
部

等
の

設
置

に
係

る
届

出
に

お
い

て
，

①
偽

り
そ

の
他

不
正

の
行

為
が

あ
っ

た
者

か
ら

の
寄

附
行

為
（

変
更

）
認

可
申

請
は

，
当

該
不

正
行

為
が

判
明

し
た

日
か

ら
②

相
当

と
認

め
ら

れ

る
期

間
認

可
し

な
い

。

寄
附

行
為

（
変

更
）

認
可

申
請

及
び

学
部

等
の

設
置

に
係

る
届

出
に

お
い

て
，

①
偽

り
そ

の
他

不
正

の
行

為
が

あ
っ

た
者

か
ら

の
寄

附
行

為
（

変
更

）
認

可
申

請
は

，
当

該
不

正
行

為
が

判
明

し
た

日
か

ら
②

相
当

と
認

め
ら

れ

る
期

間
認

可
し

な
い

。

（
１

）
不

認
可

期
間

の
決

定
に

つ
い

て

過
去

の
認

可
申

請
（

認
可

，
不

認
可

，
取

り
下

げ
の

別
は

問
わ

な
い

）
又

は
学

部
等

の
設

置
に

係
る

届
出

に

お
け

る
虚

偽
の

記
載

や
不

正
な

働
き

か
け

。
以

下
，

典
型

的
な

類
型

ⅰ
)文

部
科

学
省

へ
の

提
出

書
類

の
虚

偽
記

載
又

は
重

要
な

事
実

の
記

載
の

欠
如

ⅱ
)面

接
審

査
・

実
地

調
査

時
に

お
け

る
不

正
の

行
為

ⅲ
）

そ
の

他

※
認

可
後

に
事

前
協

議
を

経
ず

に
認

可
さ

れ
た

設
置

計
画

を
変

更
し

た
場

合
も

含
ま

れ
る

こ
と

に
留

意
。

過
去

の
認

可
申

請
（

認
可

，
不

認
可

，
取

り
下

げ
の

別
は

問
わ

な
い

）
又

は
学

部
等

の
設

置
に

係
る

届
出

に

お
け

る
虚

偽
の

記
載

や
不

正
な

働
き

か
け

。
以

下
，

典
型

的
な

類
型

ⅰ
)文

部
科

学
省

へ
の

提
出

書
類

の
虚

偽
記

載
又

は
重

要
な

事
実

の
記

載
の

欠
如

ⅱ
)面

接
審

査
・

実
地

調
査

時
に

お
け

る
不

正
の

行
為

ⅲ
）

そ
の

他

※
認

可
後

に
事

前
協

議
を

経
ず

に
認

可
さ

れ
た

設
置

計
画

を
変

更
し

た
場

合
も

含
ま

れ
る

こ
と

に
留

意
。

「
重

大
な

も
の

」
（

相
当

と
認

め
る

期
間

４
～

５
年

）

・
認

可
処

分
に

重
大

な
違

法
性

が
あ

る
も

の
，

不
正

行
為

が
是

正
さ

れ
な

い
も

の
，

組
織

的
・

意
図

的
に

行
わ

れ
て

い
る

場
合

「
そ

の
他

」
（

相
当

と
認

め
る

期
間

２
～

３
年

※
軽

微
な

も
の

は
２

年
未

満
）

※
不

正
行

為
を

行
っ

た
時

点
か

ら
1
0
年

以
上

が
経

過
し

て
い

る
場

合
，

自
主

的
に

不
正

を
報

告
，

公
表

し
改

善
努

力
を

行
っ

て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

で
，

学
生

等
の

被
害

が
生

じ
て

い
な

い
場

合
は

２
年

未
満

と
す

る
。

「
重

大
な

も
の

」
（

相
当

と
認

め
る

期
間

４
～

５
年

）

・
認

可
処

分
に

重
大

な
違

法
性

が
あ

る
も

の
，

不
正

行
為

が
是

正
さ

れ
な

い
も

の
，

組
織

的
・

意
図

的
に

行
わ

れ
て

い
る

場
合

「
そ

の
他

」
（

相
当

と
認

め
る

期
間

２
～

３
年

※
軽

微
な

も
の

は
２

年
未

満
）

※
不

正
行

為
を

行
っ

た
時

点
か

ら
1
0
年

以
上

が
経

過
し

て
い

る
場

合
，

自
主

的
に

不
正

を
報

告
，

公
表

し
改

善
努

力
を

行
っ

て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

で
，

学
生

等
の

被
害

が
生

じ
て

い
な

い
場

合
は

２
年

未
満

と
す

る
。

①
偽

り
そ

の
他

不
正

の
行

為
が

あ
っ

た
者

①
偽

り
そ

の
他

不
正

の
行

為
が

あ
っ

た
者

②
相

当
と

認
め

ら
れ

る
期

間
②

相
当

と
認

め
ら

れ
る

期
間
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①
申

請
書

類
の

一
部

変
更

手
続

き
等

（
申

請
か

ら
認

可
ま

で
の

間
の

手
続

き
）

②
設

置
計

画
の

変
更

協
議

手
続

き
等

（
認

可
後

，
完

成
年

度
ま

で
の

間
の

手
続

き
）

寄
附

行
為

（
変

更
）

認
可

申
請

書
類

に
つ

い
て

，
申

請
か

ら
認

可
ま

で
の

間
に

外
的

要
因

等
に

よ
り

や
む

を
得

ず
申

請
書

類
の

内
容

等
の

修
正

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
に

は
，

申
請

書
類

の
一

部
変

更
手

続
き

が
必

要
。

＜
一

部
変

更
手

続
き

が
必

要
と

な
る

例
＞

○
大

学
設

置
分

科
会

の
意

見
へ

の
対

応
（

施
設

設
備

の
充

実
等

）
に

よ
り

，
設

置
経

費
が

変
更

と
な

る
例

○
工

事
等

の
契

約
を

締
結

し
た

こ
と

に
よ

り
，

設
置

経
費

が
変

更
と

な
る

例
な

ど

寄
附

行
為

（
変

更
）

認
可

申
請

書
類

に
つ

い
て

，
申

請
か

ら
認

可
ま

で
の

間
に

外
的

要
因

等
に

よ
り

や
む

を
得

ず
申

請
書

類
の

内
容

等
の

修
正

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
に

は
，

申
請

書
類

の
一

部
変

更
手

続
き

が
必

要
。

＜
一

部
変

更
手

続
き

が
必

要
と

な
る

例
＞

○
大

学
設

置
分

科
会

の
意

見
へ

の
対

応
（

施
設

設
備

の
充

実
等

）
に

よ
り

，
設

置
経

費
が

変
更

と
な

る
例

○
工

事
等

の
契

約
を

締
結

し
た

こ
と

に
よ

り
，

設
置

経
費

が
変

更
と

な
る

例
な

ど

◇
認

可
後

，
完

成
年

度
ま

で
の

間
に

，
認

可
時

の
設

置
計

画
が

変
更

と
な

る
場

合
に

は
，

構
想

段
階

で
，

あ
ら

か
じ

め
私

学
行

政
課

法
人

係
に

相
談

す
る

こ
と

が
必

要
。

◇
事

前
協

議
な

く
設

置
計

画
を

変
更

し
た

場
合

に
は

，
大

学
設

置
・

学
校

法
人

審
議

会
に

お
い

て
対

応
を

審
議

。
（

内
容

に
よ

っ
て

は
「

不
認

可
期

間
の

決
定

」
に

つ
な

が
る

場
合

も
あ

る
の

で
留

意
が

必
要

。
）

＜
設

置
計

画
の

変
更

協
議

が
可

能
と

な
る

例
＞

○
認

可
時

の
設

置
計

画
を

確
実

に
履

行
し

た
う

え
で

，
さ

ら
に

施
設

等
の

充
実

を
は

か
る

も
の

。
○

新
た

な
学

部
等

の
設

置
認

可
申

請
に

よ
り

，
設

置
計

画
を

変
更

せ
ざ

る
を

得
な

い
も

の
。

○
道

路
等

の
付

け
替

え
等

◇
認

可
後

，
完

成
年

度
ま

で
の

間
に

，
認

可
時

の
設

置
計

画
が

変
更

と
な

る
場

合
に

は
，

構
想

段
階

で
，

あ
ら

か
じ

め
私

学
行

政
課

法
人

係
に

相
談

す
る

こ
と

が
必

要
。

◇
事

前
協

議
な

く
設

置
計

画
を

変
更

し
た

場
合

に
は

，
大

学
設

置
・

学
校

法
人

審
議

会
に

お
い

て
対

応
を

審
議

。
（

内
容

に
よ

っ
て

は
「

不
認

可
期

間
の

決
定

」
に

つ
な

が
る

場
合

も
あ

る
の

で
留

意
が

必
要

。
）

＜
設

置
計

画
の

変
更

協
議

が
可

能
と

な
る

例
＞

○
認

可
時

の
設

置
計

画
を

確
実

に
履

行
し

た
う

え
で

，
さ

ら
に

施
設

等
の

充
実

を
は

か
る

も
の

。
○

新
た

な
学

部
等

の
設

置
認

可
申

請
に

よ
り

，
設

置
計

画
を

変
更

せ
ざ

る
を

得
な

い
も

の
。

○
道

路
等

の
付

け
替

え
等

申
請

書
類

の
一

部
変

更
や

認
可

後
の

設
置

計
画

変
更

に
つ

い
て

は
，

外
的

要
因

等
の

や
む

を
得

な
い

場
合

に
の

み
認

め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

十
分

理
解

の
う

え
，

申
請

書
類

，
設

置
計

画
に

つ
い

て
は

精
緻

に
作

成
し

提
出

す
る

こ
と

。

申
請

書
類

の
一

部
変

更
や

認
可

後
の

設
置

計
画

変
更

に
つ

い
て

は
，

外
的

要
因

等
の

や
む

を
得

な
い

場
合

に
の

み
認

め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

十
分

理
解

の
う

え
，

申
請

書
類

，
設

置
計

画
に

つ
い

て
は

精
緻

に
作

成
し

提
出

す
る

こ
と

。

（
２

）
設

置
計

画
等

の
変

更
に

つ
い

て
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1
8

以
下

の
申

請
は

，
都

道
府

県
知

事
を

経
由

し
て

行
う

こ
と

が
必

要
。

（
私

立
学

校
法

施
行

令
第

２
条

）

①
大

臣
所

轄
法

人
が

知
事

所
轄

学
校

を
設

置
す

る
場

合
の

寄
附

行
為

変
更

の
認

可
申

請

②
知

事
所

轄
法

人
が

大
学

等
を

設
置

す
る

場
合

の
寄

附
行

為
変

更
（

組
織

変
更

）
の

認
可

申
請

③
合

併
の

当
事

者
が

知
事

所
轄

法
人

で
，

合
併

後
の

法
人

が
大

臣
所

轄
と

な
る

場
合

の
合

併
認

可
申

請

（
４

）
都

道
府

県
知

事
を

経
由

し
た

申
請

（
５

）
申

請
書

類
の

公
開

◇
学

生
等

の
消

費
者

保
護

を
図

る
と

と
も

に
，

よ
り

透
明

な
設

置
認

可
行

政
を

実
現

す
る

な
ど

の
観

点
か

ら
，

平
成

２
３

年
度

開
設

分
か

ら
，

大
学

等
の

設
置

に
係

る
寄

附
行

為
（

変
更

）
認

可
申

請
書

類
に

つ
い

て
，

文
部

科
学

省
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
。

（
大

学
等

の
設

置
認

可
申

請
書

類
は

，
平

成
２

２
年

度
開

設
分

か
ら

掲
載

。
）

◇
こ

れ
に

よ
り

，
申

請
書

類
の

虚
偽

記
載

な
ど

の
不

正
を

抑
制

す
る

効
果

を
併

せ
て

期
待

。

◇
学

校
法

人
自

ら
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
へ

の
掲

載
等

に
よ

り
積

極
的

な
情

報
公

開
を

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
。

※
文

部
科

学
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

へ
の

掲
載

書
類

は
，

次
項

の
と

お
り

。
な

お
，

様
式

名
称

・
番

号
等

に
つ

い
て

は

現
行

告
示

に
お

け
る

名
称

等
に

よ
る

。
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1
9

以
下

の
書

類
に

つ
い

て
，

「
個

人
に

関
す

る
情

報
や

学
校

法
人

の
権

利
，

競
争

上
の

地
位

そ
の

他
正

当
な

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

情
報

」
，

「
大

学
設

置
等

の
認

可
申

請
書

の
う

ち
既

に
公

開
し

て
い

る
情

報
」

を
除

き
掲

載
。

①
寄

附
行

為
（

寄
附

行
為

変
更

の
場

合
，

新
旧

対
照

表
を

含
む

）

②
設

置
経

費
及

び
経

常
経

費
並

び
に

そ
の

支
払

い
計

画
を

記
載

し
た

書
類

（
様

式
第

４
号

そ
の

１
）

③
設

置
経

費
及

び
経

常
経

費
の

財
源

の
調

達
方

法
を

記
載

し
た

書
類

（
様

式
第

４
号

そ
の

４
）

④
財

産
目

録
総

括
表

（
様

式
第

６
号

そ
の

２
）

（
小

科
目

及
び

負
債

率
を

除
く

）

⑤
貸

借
対

照
表

（
学

校
法

人
会

計
基

準
に

規
定

す
る

小
科

目
及

び
注

記
を

除
く

）

⑥
事

業
計

画
（

様
式

第
７

号
そ

の
１

）
（

施
設

又
は

設
備

の
整

備
計

画
の

う
ち

事
業

費
及

び
財

源
を

除
く

）

⑦
資

金
収

支
予

算
決

算
総

括
表

（
様

式
第

１
０

号
そ

の
１

）
（

新
設

校
分

）

⑧
事

業
活

動
収

支
予

算
決

算
総

括
表

（
様

式
第

１
０

号
そ

の
２

）
（

新
設

校
分

）

以
下

の
書

類
に

つ
い

て
，

「
個

人
に

関
す

る
情

報
や

学
校

法
人

の
権

利
，

競
争

上
の

地
位

そ
の

他
正

当
な

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

情
報

」
，

「
大

学
設

置
等

の
認

可
申

請
書

の
う

ち
既

に
公

開
し

て
い

る
情

報
」

を
除

き
掲

載
。

①
寄

附
行

為
（

寄
附

行
為

変
更

の
場

合
，

新
旧

対
照

表
を

含
む

）

②
設

置
経

費
及

び
経

常
経

費
並

び
に

そ
の

支
払

い
計

画
を

記
載

し
た

書
類

（
様

式
第

４
号

そ
の

１
）

③
設

置
経

費
及

び
経

常
経

費
の

財
源

の
調

達
方

法
を

記
載

し
た

書
類

（
様

式
第

４
号

そ
の

４
）

④
財

産
目

録
総

括
表

（
様

式
第

６
号

そ
の

２
）

（
小

科
目

及
び

負
債

率
を

除
く

）

⑤
貸

借
対

照
表

（
学

校
法

人
会

計
基

準
に

規
定

す
る

小
科

目
及

び
注

記
を

除
く

）

⑥
事

業
計

画
（

様
式

第
７

号
そ

の
１

）
（

施
設

又
は

設
備

の
整

備
計

画
の

う
ち

事
業

費
及

び
財

源
を

除
く

）

⑦
資

金
収

支
予

算
決

算
総

括
表

（
様

式
第

１
０

号
そ

の
１

）
（

新
設

校
分

）

⑧
事

業
活

動
収

支
予

算
決

算
総

括
表

（
様

式
第

１
０

号
そ

の
２

）
（

新
設

校
分

）

＜
文

部
科

学
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

へ
の

掲
載

書
類

＞
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2
0

（
６

）
寄

附
行

為
（

変
更

）
認

可
後

の
財

政
状

況
，

施
設

等
整

備
状

況
調

査
（

ア
フ

タ
ー

ケ
ア

）

①
調

査
の

趣
旨

・
認

可
時

の
留

意
事

項
が

確
実

に
履

行
さ

れ
て

い
る

か
を

確
認

し
，

併
せ

て
学

校
法

人
の

経
営

の
実

態
及

び
施

設
・

設
備

等
の

整
備

の
進

捗
状

況
を

把
握

。
・

学
校

法
人

の
健

全
な

経
営

の
確

保
の

た
め

の
指

導
・

助
言

。

②
調

査
対

象
法

人
原

則
と

し
て

，
設

置
後

完
成

年
次

に
達

す
る

ま
で

の
間

の
学

校
法

人
。

③
調

査
方

法
・

書
類

調
査

，
実

地
調

査
の

い
ず

れ
か

の
方

法
で

原
則

と
し

て
毎

年
度

１
回

実
施

。
・

実
地

調
査

は
，

法
人

新
設

，
大

学
・

短
期

大
学

新
設

等
の

場
合

に
，

設
置

学
部

等
が

完
成

年
次

に
達

す
る

年
度

に
実

施
。

（
必

要
が

あ
る

場
合

は
そ

の
都

度
実

施
。

）

④
調

査
内

容
留

意
事

項
の

履
行

状
況

，
施

設
・

設
備

の
整

備
状

況
，

役
員

の
就

任
状

況
，

事
務

組
織

の
整

備
状

況
，

入
学

者
の

状
況

，
資

産
及

び
収

支
の

状
況

な
ど

⑤
調

査
結

果
の

報
告

等
調

査
の

結
果

，
学

校
法

人
に

対
し

指
導

，
助

言
す

べ
き

事
項

が
あ

る
場

合
は

，
学

校
法

人
分

科
会

の
議

を
経

て
，

学
校

法
人

に
通

知
し

，
調

査
結

果
を

公
表

。
※

２
６

年
度

調
査

か
ら

従
来

の
留

意
事

項
・

そ
の

他
意

見
を

①
是

正
意

見
，

②
改

善
意

見
，

③
そ

の
他

意
見

の
３

区
分

に
再

編
。

①
調

査
の

趣
旨

・
認

可
時

の
留

意
事

項
が

確
実

に
履

行
さ

れ
て

い
る

か
を

確
認

し
，

併
せ

て
学

校
法

人
の

経
営

の
実

態
及

び
施

設
・

設
備

等
の

整
備

の
進

捗
状

況
を

把
握

。
・

学
校

法
人

の
健

全
な

経
営

の
確

保
の

た
め

の
指

導
・

助
言

。

②
調

査
対

象
法

人
原

則
と

し
て

，
設

置
後

完
成

年
次

に
達

す
る

ま
で

の
間

の
学

校
法

人
。

③
調

査
方

法
・

書
類

調
査

，
実

地
調

査
の

い
ず

れ
か

の
方

法
で

原
則

と
し

て
毎

年
度

１
回

実
施

。
・

実
地

調
査

は
，

法
人

新
設

，
大

学
・

短
期

大
学

新
設

等
の

場
合

に
，

設
置

学
部

等
が

完
成

年
次

に
達

す
る

年
度

に
実

施
。

（
必

要
が

あ
る

場
合

は
そ

の
都

度
実

施
。

）

④
調

査
内

容
留

意
事

項
の

履
行

状
況

，
施

設
・

設
備

の
整

備
状

況
，

役
員

の
就

任
状

況
，

事
務

組
織

の
整

備
状

況
，

入
学

者
の

状
況

，
資

産
及

び
収

支
の

状
況

な
ど

⑤
調

査
結

果
の

報
告

等
調

査
の

結
果

，
学

校
法

人
に

対
し

指
導

，
助

言
す

べ
き

事
項

が
あ

る
場

合
は

，
学

校
法

人
分

科
会

の
議

を
経

て
，

学
校

法
人

に
通

知
し

，
調

査
結

果
を

公
表

。
※

２
６

年
度

調
査

か
ら

従
来

の
留

意
事

項
・

そ
の

他
意

見
を

①
是

正
意

見
，

②
改

善
意

見
，

③
そ

の
他

意
見

の
３

区
分

に
再

編
。
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評
議

員
会

，
理

事
会

で
寄

附
行

為
変

更
の

議
決

（
※

）

文
部

科
学

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

（
学

部
等

の
設

置
の

み
）

（
７

）
寄

附
行

為
変

更
の

届
出

手
続

き
等

2
1

私
立

大
学

の
学

部
等

の
届

出
設

置
（

授
与

す
る

学
位

の
種

類
及

び
分

野
の

変
更

を
伴

わ
な

い
も

の
）

等
に

係
る

寄
附

行
為

変
更

の
届

出
に

つ
い

て
は

，
以

下
の

流
れ

を
参

照
。

私
立

大
学

の
学

部
等

の
届

出
設

置
（

授
与

す
る

学
位

の
種

類
及

び
分

野
の

変
更

を
伴

わ
な

い
も

の
）

等
に

係
る

寄
附

行
為

変
更

の
届

出
に

つ
い

て
は

，
以

下
の

流
れ

を
参

照
。

○
私

立
大

学
の

学
部

等
の

設
置

（
授

与
す

る
学

位
の

種
類

及
び

分
野

の
変

更
を

伴
わ

な
い

も
の

）
及

び
廃

止

○
設

置
廃

止
を

伴
わ

な
い

大
学

等
の

名
称

変
更

学
則

変
更

に
必

要
な

手
続

・
議

決

評
議

員
会

，
理

事
会

で
寄

附
行

為
変

更
の

議
決

（
※

）

○
事

務
所

の
所

在
地

の
変

更

○
公

示
の

方
法

の
変

更

学
部

等
設

置
届

出
書

（
設

置
の

場
合

）
，

学
則

変
更

届
出

書
（

廃
止

，
名

称
変

更
の

場
合

）
を

提
出

寄
附

行
為

変
更

届
出

書
の

提
出

（
登

記
後

，
登

記
事

項
変

更
登

記
完

了
届

を
提

出
）

（
※

）
は

，
ど

ち
ら

か
１

度
で

可
。
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＜
参

考
資

料
＞ 2

2

文
部

科
学

大
臣

所
轄

の
学

校
法

人
数

等
の

推
移

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

法
人

数
6
5
8

6
6
3

6
6
0

6
6
5

6
6
9

6
7
1

6
7
2

6
6
8

6
6
9

6
7
3

6
7
1

6
6
7

6
6
8

新
設

法
人

に
よ

る
増

2
3

1
3

0
3

1
1

0
3

0
1

0

知
事

所
轄

か
ら

の
移

行
に

よ
る

増
0

5
1

4
6

2
7

0
5

5
1

1
2

知
事

所
轄

へ
の

移
行

に
よ

る
減

△
 1

△
 2

△
 2

△
 2

△
 1

△
 2

△
 3

△
 2

△
 3

△
 3

△
 2

△
 2

0

合
併

に
よ

る
減

0
△

 1
0

0
0

△
 1

△
 3

0
△

 1
0

0
△

 1
△

1

解
散

に
よ

る
減

0
0

△
 3

0
△

 1
0

△
 1

△
 3

0
△

 1
△

 1
△

 3
0

1
5

△
 3

5
4

2
1

△
 4

1
4

△
 2

△
 4

1

年
　

度

増
減

法
人

数
合

計

増 加 減 少文
部

科
学

大
臣

所
轄

学
校

法
人

の
設

立
等

認
可

件
数

等
の

推
移

文
部

科
学

大
臣

所
轄

の
学

校
法

人
数

の
推

移
（ 法 人 数 ）

（
開

設
年

度
）
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2
3

大
学

等
の

設
置

に
係

る
寄

附
行

為
（

変
更

）
の

申
請

，
認

可
件

数
の

推
移

（
件

数
）

法
科

大
学

院
の

申
請

が
集

中

（
開

設
年

度
）

薬
学

部
・

学
科

の
申

請
が

集
中

薬
学

関
係

博
士

課
程

の
申

請
が

集
中
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管理栄養士学校指定規則の一部を改正する省令について（概要） 

趣  旨 

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省

令（平成２６年文部科学省令第４号）が平成２６年１０月に施行され、大学の学部等の設置

認可の申請期間が変更されたことに伴い，管理栄養士養成施設に係る指定審査を円滑に

行うために，所要の改正を行った。 

概  要 

大学の学部等の設置認可を受けようとする者の申請期間が当該学部等を開設する年

度の「前年度の５月１日から同月３１日まで」から「前々年度の３月１日から同月３１日まで」

に改正されたことに伴い，管理栄養士学校指定規則（昭和４１年文部省・厚生省令第２号）

第３条に規定する管理栄養士養成施設の指定申請手続について，その申請期限を、指定

を受けようとする年度の｢前年度の９月３０日｣から，｢前々年度の３月３１日｣とする改正を

行った。 

根拠規定 

栄養士法施行令（昭和２８年政令第２３１号）第２２条 

施行期日 

平成２７年１０月１日 

留意事項 

＜実地調査について＞ 

指定審査の過程で実施している施設・設備の実地調査については，引き続き書面審  

査終了後に器具等を含め配置が完了した段階で実施すること。また，書面及び施設・  

設備の審査が終了したものから指定を行うこと。 

 

＜事前相談について＞ 

 指定等の事務を円滑に行う観点から，指定等を受けようとする者より十分な時間的余裕

をもって個別に相談を受けることとする。 
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【
管
理
栄
養
士
学
校
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
四
号
）

新
旧
対
照
表
】

○

管
理
栄
養
士
学
校
指
定
規
則
（
昭
和
四
十
一
年

令
第
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
指
定
申
請
手
続
）

（
指
定
申
請
手
続
）

第
三
条

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
校
の
設
置
者
は
、
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
年

第
三
条

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
校
の
設
置
者
は
、
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
年

度
の
前
々
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

度
の
前
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

申
請
書
を
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
（
以
下
「
主
務
大
臣
」
と
い
う
。
）

書
を
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
（
以
下
「
主
務
大
臣
」
と
い
う
。
）
に
提

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

文
部
省

厚
労
省
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学部等の設置認可及び管理栄養士養成施設指定審査スケジュール

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

学部等の設置
認可

３
月
末
申
請

８
月
末
認
可

必
要
に
応
じ
て
判

定
保
留
と
し
審

査
を
継
続

管理栄養士養
成施設指定

（
７
月
末
事
前
相
談
）

９
月
末
申
請

３
月
末
ま
で

に
指
定

【平成２９年度以降開設及び指定】

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

学部等の設
置認可

３
月
末
申
請

８
月
末
認
可

必
要
に
応
じ
て
判
定
保

留
と
し
審
査
を
継
続

管理栄養士
養成施設指
定

（
１
月
末
事
前
相
談
）

３
月
末
申
請

８
月
末
以
降
指
定

３
月
末
ま
で
に
指
定

（平成２７年度）（平成２６年度）

（平成２８年度）（平成２７年度）

【平成２８年度開設及び指定】
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